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９月定例会
第１６号

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 33 1 34
可決及び

認定
起立

９月定例会
第１７号

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 認定 起立

第１８号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 33 1 34 認定 起立

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 33 1 34 決定 起立

第１号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 可決 起立

第２号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 可決 起立

第３号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 可決 起立

第４号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 可決 起立

第５号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 可決 起立

第６号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 可決 起立

第７号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 33 1 34 可決 起立

第８号 鳥取県税条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 可決 起立

第９号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 可決 起立

第１０号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 33 1 34 可決 起立

第１１号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 可決 起立

第１２号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 33 1 34 可決 起立

第１３号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 可決 起立

第１４号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 可決 起立

第１５号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 可決 起立

第１６号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 可決 起立

第１７号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 可決 起立

第２０号 鳥取県被災者住宅再建等支援条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 可決 起立

第２１号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 可決 起立

第２２号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 同意 起立

諮問
第１号

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 適当 起立

第１号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 可決 起立

第２号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 可決 起立

第３号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 0 34 可決 起立

委員長
報告

損害賠償請求事件に係る和解について

鳥取県性にかかわりなく誰もが共同参画できる社会づくり計画の策定につ
いて

委員長報告に対する賛否

立皇嗣の礼を祝して天皇陛下に差し上げる賀詞

令和２年度鳥取県営工業用水道事業会計補正予算（第１号）

公害に係る紛争の処理の手続に要する費用等に関する条例の一部を改
正する条例

鳥取県立とっとり花回廊の設置及び管理に関する条例の一部を改正する
条例

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部
を改正する条例

工事請負契約（国道３１３号（倉吉関金道路）橋梁上部工事（上古川橋（Ａ
１～Ｐ４））（補助改良））の締結について

財産の取得（青谷上寺地遺跡保存用地）についての議決の一部変更につ
いて

令和２年度鳥取県営病院事業会計補正予算（第５号）

議決結果

令和２年１１月定例会　議決結果（令和２年１２月１７日議決分）

表決
方法

表
決
者
数

賛
成
者
数

自由民主党

反
対
者
数

公明党

議案等
番　 号

会派民主 無所属

令和２年度鳥取県港湾整備事業特別会計補正予算（第１号）

不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書

立皇嗣の礼を祝して皇嗣殿下に差し上げる賀詞

公の施設の指定管理者の指定（鳥取県立とっとり花回廊）について

当せん金付証票の発売について

決算認定に係る指摘事項
［９月定例会第１６号及び１７号並びに１１月定例会第１８号］

令和２年度鳥取県一般会計補正予算（第７号）

令和２年度鳥取県用品調達等集中管理事業特別会計補正予算（第１号）

令和２年度鳥取県県営境港水産施設事業特別会計補正予算（第１号）

件　　　　　　名

令和元年度鳥取県営電気事業会計未処分利益剰余金の処分及び令和
元年度鳥取県営企業決算の認定について

議
員
提
出

知
事
提
出

令和元年度鳥取県営病院事業決算の認定について

令和２年度鳥取県営電気事業会計補正予算（第２号）

議案に対する賛否

鳥取県収入証紙条例を廃止する条例

鳥取県教育委員会委員の任命について

退職手当不支給処分に対する審査請求の裁決について

令和元年度決算の認定について
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議決結果
表決
方法

表
決
者
数

賛
成
者
数

自由民主党

反
対
者
数

公明党

議案等
番　 号

会派民主 無所属

件　　　　　　名

２年-２７

女性差別撤廃条約選択議定書の早期批准を求める意見書の
提出について

趣旨採択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ × ○ × 24 10 34 趣旨採択 起立

２年-２９

日本学術会議任命拒否問題に係る真相究明等を求める意見
書の提出について

不採択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ × × × 23 11 34 不採択 起立

２年-３１

全国知事会の提言に基づき、新型コロナウイルス禍における日
米地位協定の抜本的改定に取り組むよう求める意見書の提出
について

不採択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 × × × × × × × × × × × ○ × ○ × 21 13 34 不採択 起立

○ 不採択 起立× × × 23 11 34× × × ○ ○ ○議 × × × × ×○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○

陳
情

２年-３０

風力発電施設のガイドラインの策定について

不採択 ○ ○

鳥取県議会から政府に対し、日本学術会議任命拒否問題
の検証と、明確な任命拒否理由の提示、再発防止を求める
旨の意見書を提出すること。

鳥取県として、風力発電施設のガイドラインを策定すること。
その際、当該ガイドラインには、次に掲げる項目を盛り込むこ
と。
１ 協定書
(１) 工事の開始前に、鳥取県と事業者が協定書を締結する

こと。
(２) 建設、運転、維持管理、事業終了後の撤去について定

めること。
(３) 風車設備の設置中、設置後に自然災害等を引き起こし、

県民の命、健康、財産等に損害を与えた場合の補償を定
めること。

２ ガイドラインの策定の仕方
ガイドラインの策定段階から、現在計画がある住民の意見

を聴取し、検討すること。
３ 近隣住民への周知の時期、方法、説明、承諾
(１) 風車の建設の地域選定の段階から、鳥取県と事業者は

当該地域の区長に知らせ、区長は全ての住民に周知する
こと。

(２) 環境アセスの前段階より、近隣住民に周知、説明、承諾
を求めれば、事業者と近隣住民との間のトラブルは非常に
少なくできることから、具体的には、「公民館→区長→区民
全員」と漏れがないようにすること。

(３) 地権者だけではなく全員へ周知すること。
(４) 近隣住民にはどのようなメリット、デメリットがあるか誠

意をもって説明すること。
(５) 建設の近隣自治会の承諾を書面で得ること。

４ 例えば「4000kw以上…1.5km以上」、「2000kw以上…１km以
上」といったように、風車の発電能力ごとに、住宅や学校等と
の距離を定める（現在計画がある住民の意見を聴取し、検
討する）こと。

５ 近隣住民全体への利益分配
事業者は、地権者のみではなく、設置に理解を示した近隣

住民全体に利益をもたらす施策を行うこと。
６ 県庁内の役割

有事の際の県庁内の判断権者と職員の役割を定めること。
７ 情報伝達経路

有事の際の県庁内における情報伝達経路を定めること。
８ 判断基準

有事の際の県担当課を通じて事態解決までの一連の手順
やその判断基準を示すこと。

９ 情報提供
事業者は、有事の際、鳥取県や各施設、各自治会に情報

を提供することを義務付けること
10 その他の事項

関係法令等に基づいて、騒音・低周波音、振動、電波障害、
自然環境、景観、文化財、維持管理、建設等の工事中及び
工事完了後においての調査等を定めること。

鳥取県議会から国及び関係機関に対し、全国知事会の提
言に基づき、新型コロナウイルス禍における日米地位協定の
抜本的改定に取り組むよう求める意見書を提出すること。

鳥取県議会から国会に対し、女性差別撤廃条約選択議定書
の早期批准を求める意見書を提出すること。
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議決結果
表決
方法

表
決
者
数

賛
成
者
数

自由民主党

反
対
者
数

公明党

議案等
番　 号

会派民主 無所属

件　　　　　　名

２年-３２

百塚古墳群の歴史的価値を鑑みての産業廃棄物最終処分場
としての使用について

不採択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議 × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ × × × 23 11 34 不採択 起立

議決
結果

賛否欄
議案は、「可決」「修正議決」「同意」「承認」「認定」「否決」「継続審査」「撤回承認」等の区分による。
請願陳情は、「採択」「趣旨採択」「一部採択」「一部趣旨採択」「研究留保」「不採択」「審議未了」の区分による。
「趣旨採択」とは、願意が妥当であって、実現の可能性がある程度認められるも、願意どおりに認められないものをいう。

「○」賛成　　「×」反対　　「議」議長　　「副」副議長が議長の職務を代理　　「除」除斥　　「欠」欠席
「－」議場に不在であり、表決しなかった議員

陳
情

「請願」及び「陳情」は、委員長報告に対して、賛成であれば「○」、反対であれば「×」と記載している。
※議案の内容の詳細については、鳥取県議会ホームページの令和２年１１月定例会の「付議案」をご覧ください。

【凡例】

１ 百塚古墳群の場所に、産業廃棄物最終処分場をつくらな
いこと。

２ 88号墳は遺跡として保存すべきであり、少なくとも、地下
水調査の結果等が出て、計画が決定されるまでは、現状を
凍結保存すること。


